
常陸太田市告示第７４号 

常陸太田市低入札価格調査制度実施要項を次のように定める。 

令和６年３月２９日 

常陸太田市長 宮 田 達 夫  

常陸太田市低入札価格調査制度実施要項 

 常陸太田市低入札価格調査制度実施要項（平成１１年常陸太田市告示第１０

０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要項は，常陸太田市が発注する工事の契約に係る一般競争入札又

は指名競争入札（以下「競争入札」という。）を執行するに当たり，契約ご

とに契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の

基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る価格をもって入

札した者があるときにおける落札者の決定等に関し，必要な事項を定めるも

のとする。 

（対象とする競争入札） 

第２条 調査基準価格を設ける競争入札は，設計金額が５，０００万円以上の

工事又は総合評価落札方式（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の１０の２の規定により，価格その他の条件が市に最も有利なも

のをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。）を適用する工事の

契約に係る競争入札とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，必要と認めるときは，設計金額が５，

０００万円未満の工事の契約に係る競争入札に調査基準価格を設けることが

できる。 

（調査基準価格） 

第３条 調査基準価格は，予定価格の算出の基礎となった設計書等に基づき，

次の各号に掲げる工事の種別に応じ，それぞれ当該各号に定める額に，当該



各号に定める額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる工事以外のもの 次に掲げる額の合計額 

ア 直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

イ 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

ウ 現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

エ 一般管理費等の額に１００分の６８を乗じて得た額 

(2) 建築工事（電気設備工事，機械設備工事及び外構工事を含む。） 次に

掲げる額の合計額 

ア 直接工事費相当額（直接工事費に１００分の９０を乗じて得た額をい

う。）に１００分の９７を乗じて得た額 

イ 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

ウ 現場管理費相当額（現場管理費に直接工事費の１００分の１０を加え

て得た額をいう。）に１００分の９０を乗じて得た額 

エ 一般管理費等の額に１００分の６８を乗じて得た額 

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

次に掲げる額の合計額 

ア 直接工事費相当額（直接工事費に１００分の８０を乗じて得た額をい

う。）に１００分の９７を乗じて得た額 

イ 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

ウ 現場管理費相当額（現場管理費に直接工事費の１００分の２０を加え

て得た額をいう。）に１００分の９０を乗じて得た額 

エ 一般管理費等の額に１００分の６８を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず，同項各号に定める額（その額に１万円未満の端

数があるときは，これを切り捨てた額）が次の各号のいずれかに該当する場

合には，調査基準価格は，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 工事価格(予定価格の算出の基礎となった直接工事費，共通仮設費，現

場管理費及び一般管理費等の額の合計額をいう。以下同じ。）に１００分

の９２を乗じて得た額を超える場合 工事価格に１００分の９２を乗じて

得た額（その額に１万円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）

に，当該工事価格に１００分の９２を乗じて得た額に係る消費税及び地方

消費税に相当する額を加算して得た額 

(2) 工事価格に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合 工事価格に



１００分の７５を乗じて得た額（その額に１万円未満の端数があるとき

は，これを切り上げた額）に，当該工事価格に１００分の７５を乗じて得

た額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額 

３ 前２項の規定にかかわらず，工事の性質上これらの項の規定により難い場

合にあっては，調査基準価格は，工事価格に１００分の７５から１００分の

９２までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額（１００分の７５を乗

じて得た額に１万円未満の端数があるときはこれを切り上げた額，１００分

の７５を超える割合を乗じて得た額に１万円未満の端数があるときはこれを

切り捨てた額）に，その額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算

して得た額とする。 

４ 市長は，前３項の規定により調査基準価格を定めたときは，当該調査基準

価格を調査基準価格書（別記様式）に記載し，これを密封するとともに，開

札の際にこれを開札場所に置かなければならない。 

（調査基準価格を下回る入札があった場合の対応） 

第４条 市長は，競争入札の結果，最低入札価格が調査基準価格を下回る価格

であったときは，当該最低入札価格をもって入札した者（以下「最低価格入

札者」という。）による契約の履行では当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあるかどうかについて，数値的判断基準による判定（以下

「判定」という。）を行わせるものとする。ただし，工事の性質上判定によ

り難いと認めるときは，当該工事について判定を行わないことができるもの

とする。 

２ 市長は，判定の結果，当該最低価格入札者による契約の履行では当該契約

の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めなかった場合又は前項

ただし書の規定により判定を行わなかった場合には，当該最低価格入札者に

よる契約の履行では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

かどうかについて，契約管財課長，設計担当主管課長（以下「契約調査職

員」という。）に調査を行わせるものとする。 

（判定の実施） 

第５条 判定は，最低価格入札者の入札価格の積算に係る費目の額と別に定め

る数値的判断基準の額を比較することにより行うものとする。 

（調査の実施） 

第６条 調査は，最低価格入札者から次に掲げる事項を記載した書類（以下

「調査書類」という。）の提出を受け，その内容について聴取することによ



り行うものとする。 

(1) 入札金額の決定理由及び入札金額の積算内訳 

(2) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況 

(3) 同種又は類似の手持ち工事の状況 

(4) 手持ち資材及び機械数の状況 

(5) 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係 

(6) 労務者の具体的な調達の見通し 

(7) 下請予定業者名及び予定下請金額 

(8) 特別な理由により市場価格より低い価格で労務，資材等の調達ができる

との主張がある場合にあっては，その適否 

(9) その他必要な事項 

２ 調査書類については，その提出後における差し替え又は追加提出を認めな

いものとする。ただし，契約調査職員が調査の過程において必要と認めたと

きは，この限りでない。 

３ 調査の判断基準は，別に定める。 

（調査後の措置） 

第７条 契約管財課長は，調査の結果について，低入札価格調査表（様式第１

号）を付して常陸太田市建設工事等審査委員会（以下「委員会」という。）

に報告するものとする。 

２ 委員会は，前項の規定による報告を受けて審査し，その審査の結果につい

て常陸太田市建設工事等審査委員会要項（平成６年常陸太田市訓令第３号）

の規定に基づき，市長に報告するものとする。 

（落札者の決定） 

第８条 契約管財課長は，第５条の規定による判定及び第６条の規定による調

査を終了したときは，これらの結果に意見を付した書面により，市長に報告

するものとする。 

２ 市長は，前項の結果及び契約調査職員の意見を踏まえ，当該最低入札価格

によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認める

ときは，当該最低価格入札者を落札者と決定し，落札決定通知書（様式第２

号）により入札者全員に対し通知するものとする。 

３ 市長は，第１項の結果及び契約調査職員の意見を踏まえ，当該契約の内容

に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは，当該最低価格入札

者を落札者としないものと決定し，落札未決定通知書（様式第３号）により



入札者全員に対し通知するものとする。 

４ 前項の規定により当該最低価格入札者を失格とした場合において，最低入

札価格に次いで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調査基準価格以

上の価格であるときは，当該次順位価格をもって入札した者を落札者と決定

するものとする。 

５ 第４条から前条まで及び前４項の規定は，前項に規定する場合であって，

次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときにおける当該次順位価

格をもって入札した者について準用する。 

（施工体制の確保） 

第９条 市長は，調査を実施し，契約を締結した工事については，適正な施工

体制の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 

（その他） 

第１０条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示の規定は，この告示の施行の日以後にした常陸太田市財務規則

（昭和６２年常陸太田市規則第１号）第１１９条第１項の公告又は同規則第

１３１条第２項の入札の通知に係る競争入札から適用する。 

（常陸太田市郵便入札取扱試行要項の一部改正） 

３ 常陸太田市郵便入札取扱試行要項（平成１９年常陸太田市告示第１２４

号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「常陸太田市低入札価格調査制度実施要項（常陸太田市告示第

１００号）」を「常陸太田市低入札価格調査制度実施要項（令和６年常陸

太田市告示第７４号）」に改める。 

（常陸太田市公共工事等における発注見通し及び入札並びに契約の公表に関

する実施要項の一部改正） 

４ 常陸太田市公共工事等における発注見通し及び入札並びに契約の公表に関

する実施要項（平成１８年常陸太田市告示第１１２号）の一部を次のように

改正する。 

別表中「常陸太田市低入札価格調査制度実施要項（平成１１年常陸太田市

告示第１００号）様式第２号」を「常陸太田市低入札価格調査制度実施要項



（令和６年常陸太田市告示第７４号）様式第１号」に改める。 

 


